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(57)【要約】
【課題】キャッシュされた電子メールのメールデータを
、適切なタイミングで消去することができる携帯端末お
よび電子メール管理方法を提供する。
【解決手段】受信部１１は、ヘッダとメールデータとか
らなる電子メールを受信する。不揮発記憶部１２、キャ
ッシュ記憶部１４および時限付きキャッシュ記憶部１８
は、受信部１１により受信された電子メールを記憶する
。そして、消去部１７は、記憶された電子メールのうち
第１の消去条件を満たす電子メールのメールデータのみ
を消去する。このとき、消去部１７は、第２の消去条件
に応じて、メールデータを消去するタイミングを変更す
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッダとメールデータとからなる電子メールを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された電子メールを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された電子メールのうち第１の消去条件を満たす電子メールに対し
て、当該電子メールのメールデータのみを消去する消去手段と、
を備え、
　前記消去手段は、第２の消去条件に応じて前記電子メールのメールデータを消去するタ
イミングを変更することを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記記憶手段は、前記受信手段により受信された電子メールのうち、第１の振分条件を
満たす電子メールを時限付きキャッシュ状態で記憶し、
　前記消去手段は、前記記憶手段に時限付きキャッシュ状態で記憶された電子メールにつ
いて、第１の消去条件が満たされてから所定の時間が経過した後に当該電子メールのメー
ルデータを消去することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記記憶手段は、前記受信手段により受信された電子メールのうち、第２の振分条件を
満たす電子メールをキャッシュ状態で記憶し、
　前記消去手段は、前記記憶手段にキャッシュ状態で記憶される電子メールについて、第
１の消去条件が満たされた後すぐに当該電子メールのメールデータを消去することを特徴
とする請求項２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記記憶手段は、前記受信手段により受信された電子メールのうち、第２の振分条件を
満たす電子メールをキャッシュ状態で記憶し、
　前記消去手段は、前記記憶手段にキャッシュ状態で記憶される電子メールについて、第
２の消去条件が満たされている場合には、第１の消去条件が満たされてから所定の時間が
経過するまで当該電子メールのメールデータを消去するタイミングを遅らせることを特徴
とする請求項２に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記第１の振分条件は、当該電子メールに対して前記携帯端末のユーザが行った操作履
歴に応じた条件であることを特徴とする請求項２～４のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記携帯端末が所定の種類のネットワークを利用可能であるか否かを判定するネットワ
ーク判定手段を備え、
　前記第２の消去条件は、前記ネットワーク判定手段による判定結果に応じた条件である
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記メールデータは、本文または添付ファイルの少なくとも一方であることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項８】
　携帯端末における電子メール管理方法であって、
　ヘッダとメールデータとからなる電子メールを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにおいて受信された電子メールを記憶する記憶ステップと、
　前記記憶ステップにおいて記憶された電子メールのうち第１の消去条件を満たす電子メ
ールに対して、当該電子メールのメールデータのみを消去する消去ステップと、
を備え、
　前記消去ステップでは、第２の消去条件に応じて前記電子メールのメールデータを消去
するタイミングを変更することを特徴とする電子メール管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電子メールを受信する携帯端末およびこの携帯端末における電子メール管理
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機などの携帯端末で電子メールを受信した場合、受信された電子メール
のデータは、全て携帯端末の側で保持されていた。これに対し、近年では、一人のユーザ
が、例えば携帯電話機とタブレット型端末などの複数の携帯端末を使用する場合が増えて
いることから、受信した全ての電子メールを携帯端末側ではなくサーバ側で保持するよう
に通信システムを構成することが考えられる。このような構成の通信システムにおいて、
個々の携帯端末では、サーバと携帯端末との間で電子メールのデータの同期を行い、携帯
端末では一部又は全部の電子メールのデータだけを取得することができる。
【０００３】
　ここで、一般に、携帯端末に搭載されるメモリの記憶容量は小さい。このため、受信し
た電子メールを本文、添付ファイル等を含むメールデータも含めて全て携帯端末に保持す
るのは、必要な記憶容量が非常に大きくなることから、非現実的である。一方で、携帯端
末から電子メールの全体を削除してしまうと、携帯端末の側では、削除された電子メール
に対して操作を行う場合には、再度サーバから電子メールを取得する必要があり、不便で
ある。特に、携帯端末が通信圏外にある場合には、サーバから電子メールを取得すること
ができず、電子メールに対する操作が不可能となってしまうため、一層不便となる。
【０００４】
　このような背景のもと、例えば以下の引用文献１に記載の技術では、無線情報装置にお
いてローカルにキャッシュされた電子メールに対し、Ｅメールマネージャプログラムによ
り、電子メールのヘッダ情報を残し、少なくともメールデータまたはアタッチメントのい
ずれかを削除することにより、無線情報装置のメモリ消費量を削減しながら、サーバに接
続されていない状態においても電子メールのフォルダ間での移動や電子メールの返信の作
成、電子メールのソート、電子メールの削除などの操作を実行可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００４－５３６５０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のようなサーバ側で電子メールを保持する通信システムにおいて、携帯端末側でロ
ーカルにキャッシュされた電子メールのメールデータを削除するタイミングを早くすれば
、早いタイミングでメモリの使用量を減少させることができる。一方、キャッシュされた
電子メールのメールデータを削除するタイミングが早すぎると、再び携帯端末側で電子メ
ールのメールデータを参照する際に、再度サーバから電子メールのメールデータを取得し
なければならなくなる。そこで、キャッシュされた電子メールのメールデータを削除する
タイミングの設定は、電子メールのメールデータの再取得が発生する頻度を許容限度以下
に抑えることのできる範囲内で早くすることが好ましい。しかしながら、電子メールのメ
ールデータを削除するタイミングを固定とすると、場合によっては、不必要な電子メール
のメールデータを記憶し続けることによりメモリの使用量が大きくなることがある。また
、必要な電子メールのメールデータが記憶されていないことにより電子メールのメールデ
ータの再取得が頻発したり、電子メールのメールデータの再取得ができず電子メールのメ
ールデータを参照できなくなったりするおそれもある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題点を解決するために、キャッシュされた電子メールのメー
ルデータを、適切なタイミングで消去することができる携帯端末および電子メール管理方
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法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の課題を解決するために、本発明の携帯端末は、ヘッダとメールデータとからなる
電子メールを受信する受信手段と、受信手段により受信された電子メールを記憶する記憶
手段と、記憶手段に記憶された電子メールのうち第１の消去条件を満たす電子メールに対
して、当該電子メールのメールデータのみを消去する消去手段と、を備え、消去手段は、
第２の消去条件に応じて電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更する。
【０００９】
　また、本発明の電子メール管理方法は、携帯端末における電子メール管理方法であって
、ヘッダとメールデータとからなる電子メールを受信する受信ステップと、受信ステップ
において受信された電子メールを記憶する記憶ステップと、記憶ステップにおいて記憶さ
れた電子メールのうち第１の消去条件を満たす電子メールに対して、当該電子メールのメ
ールデータのみを消去する消去ステップと、を備え、消去ステップでは、第２の消去条件
に応じて電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更する。
【００１０】
　これらの発明によれば、電子メールを受信し、受信された電子メールを記憶した後、記
憶された電子メールのメールデータを消去するタイミングを、第２の消去条件に応じて変
更する。このため、記憶された電子メールが再び参照される可能性に応じて、電子メール
のメールデータを消去するタイミングを変更することができるため、電子メールのメール
データを適切なタイミングで削除することが可能となる。
【００１１】
　また、本発明の携帯端末において、記憶手段は、受信手段により受信された電子メール
のうち、第１の振分条件を満たす電子メールを時限付きキャッシュ状態で記憶し、消去手
段は、記憶手段に時限付きキャッシュ状態で記憶された電子メールについて、第１の消去
条件が満たされてから所定の時間が経過した後に当該電子メールのメールデータを消去し
てもよい。
【００１２】
　この場合、記憶手段が、第１の振分条件を満たす電子メールを時限付きキャッシュ状態
で記憶し、消去手段が、時限付きキャッシュ状態で記憶された電子メールについて、第１
の消去条件が満たされてから所定の時間が経過した後に当該電子メールのメールデータを
消去する。このため、時限付きキャッシュ状態の電子メールについては、第１の消去条件
が満たされてからも所定の時間が経過するまではメールデータが消去されないため、第１
の消去条件が満たされてから所定の時間が経過するまでの間に時限付きキャッシュ状態の
電子メールを再び参照する場合に、参照したい電子メールのメールデータを再取得するこ
となく参照することが可能となる。
【００１３】
　また、本発明の携帯端末において、記憶手段は、受信手段により受信された電子メール
のうち、第２の振分条件を満たす電子メールをキャッシュ状態で記憶し、消去手段は、記
憶手段にキャッシュ状態で記憶される電子メールについて、第１の消去条件が満たされた
後すぐに当該電子メールのメールデータを消去してもよい。
【００１４】
　この場合、記憶手段が、第２の振分条件を満たす電子メールをキャッシュ状態で記憶し
、消去手段が、キャッシュ状態の電子メールについて、第１の消去条件が満たされた後す
ぐに当該電子メールのメールデータを消去する。したがって、不要な電子メールについて
は、早いタイミングで電子メールのメールデータが消去されるため、早いタイミングで携
帯端末のメモリの使用量を減少させることができる。
【００１５】
　また、本発明の携帯端末において、記憶手段は、受信手段により受信された電子メール
のうち、第２の振分条件を満たす電子メールをキャッシュ状態で記憶し、消去手段は、記
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憶手段にキャッシュ状態で記憶される電子メールについて、第２の消去条件が満たされて
いる場合には、第１の消去条件が満たされてから所定の時間が経過するまで当該電子メー
ルのメールデータを消去するタイミングを遅らせてもよい。
【００１６】
　この場合、記憶手段が、第２の振分条件を満たす電子メールをキャッシュ状態で記憶し
、消去手段は、キャッシュ状態の電子メールについて、第２の消去条件が満たされている
場合には、第１の消去条件が満たされてから所定の時間が経過するまで電子メールのメー
ルデータを消去するタイミングを遅らせる。したがって、第２の消去条件が満たされてい
るか否かに応じて、電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更することがで
きるため、電子メールのメールデータを適切なタイミングで削除することが可能となる。
【００１７】
　また、本発明の携帯端末において、第１の振分条件は、当該電子メールに対して携帯端
末のユーザが行った操作履歴に応じた条件としてもよい。
【００１８】
　この場合、電子メールに対して携帯端末のユーザが行った操作履歴に応じた条件が満た
された場合に、記憶手段が、当該電子メールを時限付きキャッシュ状態で記憶する。この
ため、ユーザの操作履歴に応じて、再び参照される可能性が高い電子メールについては、
時限付きキャッシュ状態で記憶しておくことにより、所定の消去条件が満たされてから所
定の時間が経過するまでの間に電子メールを再び参照する場合に、参照したい電子メール
のメールデータを再取得することなく参照することが可能となる。
【００１９】
　また、本発明の携帯端末において、携帯端末が所定の種類のネットワークを利用可能で
あるか否かを判定するネットワーク判定手段を備え、第２の消去条件は、ネットワーク判
定手段による判定結果に応じた条件であることとしてもよい。
【００２０】
　この場合、携帯端末が所定の種類のネットワークを利用可能であるか否かがネットワー
ク判定手段により判定され、この判定結果に応じて、消去手段は、記憶手段に記憶される
電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更する。したがって、所定の種類の
ネットワークを利用できないことにより電子メールのメールデータの再取得が難しいか否
か、または不可能であるか否かに応じて、電子メールのメールデータを消去するタイミン
グを変更できるため、メールデータの再取得が容易な場合のメモリ使用量を削減するとと
もに、メールデータの再取得が難しい、または不可能な場合においてメールデータの再取
得の発生を防止することができ、適切なタイミングで電子メールのメールデータを消去す
ることが可能となる。
【００２１】
　また、本発明の携帯端末において、メールデータは、本文または添付ファイルの少なく
とも一方であることとしてもよい。
【００２２】
　この場合、電子メールにおいて容量の大きい部分である本文又は添付ファイルの少なく
とも一方であるメールデータが、適切なタイミングで消去されるため、本発明の効果がよ
り好適に発揮される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、キャッシュされたメールのメールデータを、適切なタイミングで消去
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係る携帯端末の機能構成を示す図である。
【図３】本実施形態に係る携帯端末のハードウェア構成を示す図である。
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【図４】本実施形態に係る携帯端末における電子メールの管理の仕方を示す状態遷移図で
ある。
【図５】本実施形態に係る携帯端末における電子メールの記憶の仕方を模式的に示す図で
ある。
【図６】本実施形態に係る携帯端末における電子メールの取得処理を示すフローチャート
である。
【図７】本実施形態に係る携帯端末における不揮発記憶部からの電子メールの移動処理を
示すフローチャートである。
【図８】本実施形態に係る携帯端末における電子メールの消去処理を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部分に
は同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００２６】
　図１は、本実施形態の通信システムのシステム構成を示す図である。この通信システム
は、携帯電話機１０（携帯端末）、タブレット型端末３０およびメールサーバ５０を含ん
で構成されている。携帯電話機１０およびタブレット型端末３０は、それぞれ、例えば携
帯電話ネットワーク等の通信ネットワークを介してメールサーバ５０と通信接続される。
携帯電話機１０およびタブレット型端末３０は、同一のユーザによって使用される。メー
ルサーバ５０は、携帯電話機１０およびタブレット型端末３０のユーザが受信した電子メ
ールのデータを全て記憶している。そして、携帯電話機１０およびタブレット型端末３０
は、ユーザの操作に応じて、電子メールのデータをメールサーバ５０から通信ネットワー
クを介して受信し、受信した電子メールのデータを後述のように記憶する。
【００２７】
　図２は、携帯電話機１０の機能構成を示す図である。携帯電話機１０は、受信部１１（
受信手段）、不揮発記憶部１２（記憶手段）、制御部１３、キャッシュ記憶部１４（記憶
手段）、保護操作受付部１５（保護操作受付手段）、削除操作受付部１６（削除操作受付
手段）、消去部１７（消去手段）、時限付きキャッシュ記憶部１８（記憶手段）およびネ
ットワーク判定部１９（ネットワーク判定手段）を含んで構成されている。これらの各機
能は、図３に示されるＣＰＵ、ＲＡＭおよびＲＯＭ等のハードウェアにより構成されて実
現される。
【００２８】
　図３は、携帯電話機１０のハードウェア構成図である。図２に示される携帯電話機１０
は、物理的には、図２に示すように、ＣＰＵ１、主記憶装置であるＲＡＭ２およびＲＯＭ
３、入力デバイスである操作キー等の入力装置４、ディスプレイ等の出力装置５、ネット
ワークカード等のデータ送受信デバイスである通信モジュール６、半導体メモリ等の補助
記憶装置７などを含むコンピュータシステムとして構成されている。図１において説明し
た各機能は、図２に示すＣＰＵ１、ＲＡＭ２等のハードウェア上に所定のコンピュータソ
フトウェアを読み込ませることにより、ＣＰＵ１の制御のもとで入力装置４、出力装置５
、通信モジュール６を動作させるとともに、ＲＡＭ２や補助記憶装置７におけるデータの
読み出しおよび書き込みを行うことで実現される。なお、タブレット型端末３０も同様の
ハードウェア構成をとるものである。以下、図２に示す機能ブロックに基づいて、携帯端
末１０の各機能ブロックを説明する。
【００２９】
　受信部１１は、ヘッダとメールデータとからなる電子メールを受信する。ヘッダは、例
えば、発信元情報と宛先、件名、送信日時等を含む部分である。メールデータは、電子メ
ールにおけるヘッダ以外の部分であり、例えば本文、添付ファイル等を含む。本文は、テ
キストメッセージを含む部分である。なお、電子メールのメールデータは、本文または添
付ファイルの少なくとも一方を含んでいればよい。
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【００３０】
　不揮発記憶部１２、キャッシュ記憶部１４および時限付きキャッシュ記憶部１８は、受
信部１１により受信された電子メールを記憶する記憶手段として機能する。不揮発記憶部
１２は、受信した全ての電子メールのヘッダと、一部の電子メールのメールデータとを記
憶する。不揮発記憶部１２は、次に述べるキャッシュ記憶部１４および時限付きキャッシ
ュ記憶部１８とは異なり、キャッシュ記憶部１４が電子メールのメールデータを消去する
所定のタイミングにかかわらず電子メールのメールデータを消去しない不揮発性状態で電
子メールを記憶する。すなわち、不揮発記憶部１２は、携帯電話機１０において電子メー
ルの閲覧、送受信、削除、フォルダ移動等に用いられる電子メール用アプリケーション・
プログラムの終了時にも、電子メールのヘッダおよびメールデータを記憶したままとなる
。また、不揮発記憶部１２は、携帯電話機１０の電池残量の不足により携帯電話機１０の
電源が遮断された場合にも、電子メールのヘッダおよびメールデータを記憶したままとな
る。このような不揮発記憶部１２の機能は、ハードウェアとしては、例えばフラッシュメ
モリ等の、電源供給が断たれた場合に情報が消失しない不揮発性のメモリを使用して実現
することができる。不揮発記憶部１２が記憶することのできる電子メールの最大の記憶数
（閾値）は、携帯電話機１０のユーザにより、あらかじめ設定されている。
【００３１】
　キャッシュ記憶部１４は、受信部１１により受信された電子メールのうち、第２の振分
条件を満たす電子メールのメールデータを記憶する。キャッシュ記憶部１４は、第１の消
去条件が満たされた後の所定のタイミングで電子メールのメールデータを消去するキャッ
シュ状態で電子メールを記憶する。この第１の消去条件とは、例えば、携帯電話機１０に
おいて、電子メール用アプリケーション・プログラムが終了したことである。また、携帯
電話機１０を駆動する電池の残量が不足して電源が遮断されたことを第１の消去条件とし
て、電源が遮断された場合にキャッシュ記憶部１４が電子メールのメールデータを削除す
るようにしてもよい。第１の消去条件が満たされた後、どのタイミングでメールデータを
消去するかは、ネットワーク判定部１９の判定結果によって異なる。
【００３２】
　時限付きキャッシュ記憶部１８は、受信部１１により受信された電子メールのうち、第
１の振分条件を満たす電子メールのメールデータを記憶する。時限付きキャッシュ記憶部
１８は、時限付きキャッシュ状態で電子メールを記憶する。この時限付きキャッシュ状態
とは、キャッシュ記憶部１４に記憶された電子メールのメールデータが消去される所定の
タイミングが到来した後、さらに所定の時間が経過するまでメールデータを消去しない状
態である。したがって、時限付きキャッシュ記憶部１８に記憶される電子メールのメール
データは、例えば、電子メール用アプリケーション・プログラムが終了してから、さらに
一定時間保持され続け、一定時間が経過すると、消去部１７により消去される。
【００３３】
　制御部１３は、不揮発記憶部１２に記憶される電子メールのメールデータのうち、最も
参照される可能性の高いものを不揮発記憶部１２から消去されないように制御するととも
に、第１の振分条件を満たすものを時限付きキャッシュ記憶部１８に移動させ、第２の振
分条件を満たすものをキャッシュ記憶部１４に移動させる。第１の振分条件は、携帯電話
機１０のユーザによって参照される可能性が比較的高い電子メールを選択するための条件
である。第２の振分条件は、携帯電話機１０のユーザによって参照される可能性が低い電
子メールを選択するための条件である。第１および第２の振分条件についての詳細は、後
述する。
【００３４】
　保護操作受付部１５は、ユーザが保護対象としたい電子メールを指定するための指定操
作を、入力装置４を介して受け付ける。保護操作受付部１５が指定操作を受け付けると、
制御部１３は、保護対象として指定された電子メールのメールデータを不揮発記憶部１２
から移動させないように制御を開始する。このとき、保護対象とされた電子メールのメー
ルデータがキャッシュ記憶部１４または時限付きキャッシュ記憶部１８に記憶されている



(8) JP 2013-250737 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

場合には、当該電子メールのメールデータを不揮発記憶部１２に移動させる。また、保護
対象とされた電子メールのメールデータが不揮発記憶部１２、キャッシュ記憶部１４およ
び時限付きキャッシュ記憶部１８のいずれにも記憶されていない場合には、受信部１１に
当該電子メールのメールデータを取得させ、取得されたメールデータを不揮発記憶部１２
に記憶させる。
【００３５】
　削除操作受付部１６は、ユーザが削除対象としたい電子メールを指定するための指定操
作を、入力装置４を介して受け付ける。削除操作受付部１６が指定操作を受け付けると、
制御部１３は、削除対象として指定された電子メールのメールデータを不揮発記憶部１２
からキャッシュ記憶部１４に移動させる。
【００３６】
　消去部１７は、キャッシュ記憶部１４および時限付きキャッシュ記憶部１８に記憶され
た電子メールのメールデータを、所定のタイミングで消去する。この所定のタイミングと
は、例えば、電子メール用アプリケーション・プログラムの終了時、携帯電話機１０の電
源遮断時等である。また、消去部１７は、ネットワーク判定部１９の判定結果を使用して
、キャッシュ記憶部１４に記憶されたメールデータの消去のタイミングを決定する。
【００３７】
　つぎに、本実施形態の携帯電話機１０における電子メール管理方法について説明する。
【００３８】
　図４は、携帯電話機１０における電子メールの管理状態の遷移を示す状態遷移図である
。不揮発記憶部１２、キャッシュ記憶部１４および時限付きキャッシュ記憶部１８は、携
帯電話機１０が受信したそれぞれの電子メールを、大きく分けて、次の３通りのいずれか
の記憶状態として記憶する。第１の状態Ｓｔ１は、電子メールのメールデータとヘッダと
が、両方とも不揮発記憶部１２に記憶される不揮発性状態である。第２の状態Ｓｔ２は、
電子メールのヘッダが不揮発記憶部１２に記憶され、当該電子メールのメールデータがキ
ャッシュ記憶部１４または時限付きキャッシュ記憶部１８に記憶される状態である。第３
の状態Ｓｔ３は、電子メールのヘッダが不揮発記憶部１２に記憶されるのみであり、メー
ルデータが不揮発記憶部１２、キャッシュ記憶部１４および時限付きキャッシュ記憶部１
８のいずれにも記憶されていない消去状態である。なお、第１～３の状態Ｓｔ１～３のい
ずれにおいても、電子メールのヘッダは不揮発記憶部１２に記憶され、不揮発記憶部１２
から消去されたり、不揮発記憶部１２からキャッシュ記憶部１４または時限付きキャッシ
ュ記憶部１８に移動されたりすることはない。
【００３９】
　第２の状態Ｓｔ２は、より詳細には、第４の状態Ｓｔ４と第５の状態Ｓｔ５との２つの
状態に分類される。第４の状態Ｓｔ４は、キャッシュ状態であり、電子メールのメールデ
ータがキャッシュ記憶部１４に記憶される状態である。第５の状態Ｓｔ５は、時限付きキ
ャッシュ状態であり、電子メールのメールデータが時限付きキャッシュ記憶部１８に記憶
される状態である。
【００４０】
　上記の第１～第５の状態Ｓｔ１～Ｓｔ５の間での電子メールの記憶状態の遷移の態様に
ついて説明する。まず、受信部１１がメールサーバ５０から電子メールを受信すると、当
該電子メールは、不揮発記憶部１２にヘッダとメールデータがともに記憶される。すなわ
ち、電子メールが受信されると、当該電子メールの記憶状態は、受信直後には状態Ｓｔ１
となる。
【００４１】
　次に、状態Ｓｔ１にある電子メールに対して、ユーザが削除対象としたい電子メールを
指定する操作を行う。この操作は、例えば、電子メール用アプリケーション・プログラム
において、ユーザが当該電子メールをゴミ箱フォルダに移動することである。このとき、
削除操作受付部１６がユーザの操作を受け付ける。削除操作受付部１６がユーザの操作を
受け付けると、制御部１３が当該電子メールのメールデータを不揮発記憶部１２からキャ
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ッシュ記憶部１４に移動させる。すなわち、当該電子メールの記憶状態は状態Ｓｔ１から
状態Ｓｔ２に遷移する。
【００４２】
　また、後述のように、当該電子メールについて押し出し処理が行われた場合にも、当該
電子メールの記憶状態は、同様に状態Ｓｔ１から状態Ｓｔ２に遷移する。この押し出し処
理が行われる条件は、不揮発記憶部１２にメールデータが記憶された電子メールの件数が
予め定められた最大記憶数を超えており、押し出し処理の対象となる電子メールが未保護
状態であり、かつ送信日時が古いことである。押し出し処理が行われた場合において、電
子メールの記憶状態は、所定の振分条件に応じて、状態Ｓｔ４のキャッシュ状態、または
状態Ｓｔ５の時限付きキャッシュ状態のいずれかに振り分けられる。この振り分け処理に
ついては後述する。
【００４３】
　ここで、図５を参照して、不揮発記憶部１２、キャッシュ記憶部１４および時限付きキ
ャッシュ記憶部１８における電子メールの記憶の仕方について説明する。携帯電話機１０
において、電子メールＭ３～Ｍ１０００が既に受信されている場合を考える。以下の説明
においては、電子メールに付された番号が小さいものほど、当該電子メールの送信日時が
新しいものとする。電子メールＭｎ（Ｍｎは３～１０００の整数のいずれか）は、ヘッダ
ＨｎおよびメールデータＢｎからなる。また、不揮発性状態として記憶可能な電子メール
の最大値は、予め５００に設定されている。この設定値に等しい５００通の電子メールＭ
３～Ｍ５０２については、メールデータＢ３～Ｂ５０２が不揮発記憶部１２に記憶されて
いる。電子メールＭ５０２より送信日時が古く、かつ保護状態にない電子メールＭ５０３
～Ｍ１０００については、ヘッダＨ５０３～Ｈ１０００のみが不揮発記憶部１２に記憶さ
れており、メールデータＢ５０３～Ｂ１０００は、既に不揮発記憶部１２、キャッシュ記
憶部１４および時限付きキャッシュ記憶部１８から消去されている。
【００４４】
　いま、ヘッダＨ１およびメールデータＢ１からなる電子メールＭ１と、ヘッダＨ２およ
びメールデータＢ２からなる電子メールＭ２とを新規に受信した場合を考える。このとき
、新規に受信した電子メールＭ１、Ｍ２は、いったん不揮発性状態として不揮発記憶部１
２に記憶される。このため、不揮発性状態として記憶される電子メールの数が５０２とな
り、設定値である５００を超えてしまう。そこで、制御部１３は、送信日時の古い電子メ
ールのメールデータを不揮発記憶部１２からキャッシュ記憶部１４または時限付きキャッ
シュ記憶部１８に移動する移動処理を行い、不揮発記憶部１２に記憶されるメールデータ
の数を５００以下に保つ制御をする。ここでは、電子メールＭ５０１のメールデータＢ５
０１がキャッシュ記憶部１４に移動され、電子メールＭ５０２のメールデータＢ５０２が
時限付きキャッシュ記憶部１８に移動されている。
【００４５】
　なお、電子メールＭ５０１のメールデータＢ５０１がキャッシュ記憶部に記憶された状
態において、携帯電話機１０のユーザが電子メールＭ５０１を保護対象として指定する指
定操作を行い、保護操作受付部１５がこの指定操作を受け付けた場合、制御部１３は、電
子メールＭ５０１のメールデータＢ５０１をキャッシュ記憶部１４から不揮発記憶部１２
に移動する。このとき、不揮発記憶部１２に記憶されていたヘッダＨ５０１と、キャッシ
ュ記憶部１４に記憶されていたメールデータＢ５０１には、それぞれ、どのヘッダとどの
メールデータとが対応するかを示す識別子が添付されており、メールデータＢ５０１が不
揮発記憶部１２に移動されると、不揮発記憶部１２は、ヘッダＨ５０１とメールデータＢ
５０１のそれぞれに添付された識別子をもとに、ヘッダＨ５０１とメールデータＢ５０１
の対応付けを行う。
【００４６】
　図４に戻って、電子メールの記憶状態の遷移の仕方について説明を続ける。状態Ｓｔ２
にある電子メール、すなわちメールデータがキャッシュ記憶部１４または時限付きキャッ
シュ記憶部１８に記憶されている電子メールについて、保護操作受付部１５が保護操作を



(10) JP 2013-250737 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

受け付けると、制御部１３は当該電子メールのメールデータをキャッシュ記憶部１４また
は時限付きキャッシュ記憶部１８から不揮発記憶部１２へ移動させる。すなわち、当該電
子メールの記憶状態が状態Ｓｔ２から状態Ｓｔ１へ遷移する。
【００４７】
　また、状態Ｓｔ２にある電子メールについて、携帯電話機１０における電子メール用ア
プリケーション・プログラムの実行が終了すると、消去部１７は、所定時間が経過した後
に、キャッシュ記憶部１４または時限付きキャッシュ記憶部１８に記憶されている当該電
子メールのメールデータを消去する。このとき、不揮発記憶部１２は、当該電子メールの
ヘッダを消去せず、また、キャッシュ記憶部１４または時限付きキャッシュ記憶部１８へ
移動させることもしない。すなわち、当該電子メールについては、ヘッダのみが不揮発記
憶部１２に記憶された状態となる。この状態が状態Ｓｔ３である。
【００４８】
　状態Ｓｔ３にある電子メール、すなわちヘッダのみが不揮発記憶部１２に記憶されてお
り、メールデータが不揮発記憶部１２、キャッシュ記憶部１４および時限付きキャッシュ
記憶部１８のいずれにも記憶されていない電子メールについて、ユーザが当該電子メール
を保護する操作を行った場合には、受信部１１が当該電子メールのメールデータをメール
サーバ５０から再取得し、再取得したメールデータを不揮発記憶部１２に記憶させる。し
たがって、当該電子メールの記憶状態はＳｔ３からＳｔ１に遷移する。また、状態Ｓｔ３
にある電子メールについて、ユーザが当該電子メールのメールデータを閲覧する場合にも
、同様に受信部１１が当該電子メールのメールデータを再取得し、当該電子メールの記憶
状態はＳｔ３からＳｔ１に遷移する。
【００４９】
　次に、状態Ｓｔ１から状態Ｓｔ２への遷移処理のうち、電子メールの押し出しが発生し
た場合のメールデータの移動処理について、図６、図７を参照して詳細に説明する。図６
は、携帯電話機１０における電子メールの取得処理を示すフローチャートである。図７は
、図６に示す取得処理において発生する移動処理を示すフローチャートである。
【００５０】
　まず、メールサーバ５０が、携帯電話機１０宛ての電子メールを受信すると、メールサ
ーバ５０は、携帯電話機１０に、電子メールを受信したことを通知するＳＭＳ－Ｐｕｓｈ
という通知情報を送信する。なお、ＳＭＳ－Ｐｕｓｈは、受信された電子メールの重要度
を示す重要度情報を含んでいる。携帯電話機１０がＳＭＳ－Ｐｕｓｈを受信すると、受信
部１１は、メールサーバ５０に対して電子メールデータの取得要求を行う。そして、受信
部１１がメールサーバ５０から１又は複数の電子メールを受信する（ステップＳ１：受信
ステップ）。そして、受信部１１が、受信した電子メールのヘッダとメールデータとを不
揮発記憶部１２に記憶させる（ステップＳ２：記憶ステップ）。そして、制御部１３が、
不揮発記憶部１２にメールデータが記憶された電子メールの件数が予め設定された設定値
よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ３）。電子メールの件数が設定値以下である
場合には、そのまま処理を終了する。電子メールの件数が設定値よりも大きい場合には、
移動処理を行う（ステップＳ４）。
【００５１】
　この移動処理について、図７を参照して説明する。まず、制御部１３が、不揮発性状態
の電子メールのうち、最も送信日時の古い電子メールを選択する（ステップＳ１１）。次
に、制御部１３が、選択された電子メールの状態に応じて、条件分岐制御を行う（ステッ
プＳ１２）。当該電子メールが保護状態にあると判定された場合、またはＳＭＳ－Ｐｕｓ
ｈに含まれる重要度情報が「高」である場合には、制御部１３は当該電子メールのメール
データを移動せず、不揮発記憶部１２に保存したままとする（ステップＳ１３）。
【００５２】
　また、ステップＳ１２において、当該電子メールが第１の振分条件を満たしている場合
には、当該電子メールのメールデータを時限付きキャッシュ記憶部１８に保存し、当該電
子メールの記憶状態を不揮発性状態から時限付きキャッシュ状態に遷移させる（ステップ
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Ｓ１４）。この第１の振分条件とは、携帯電話機１０のユーザによって参照される可能性
が比較的高い電子メールを選択するための条件である。第１の振分条件は、携帯電話機１
０のユーザが行った操作履歴に応じた条件であり、具体的には、ユーザが当該電子メール
を読んでいない未読状態である場合、ユーザが当該電子メールについて過去に返信を行っ
た場合、ユーザが当該電子メールを過去に転送した場合、ユーザが過去に検索した結果か
ら当該電子メールを選択した場合が該当する。また、ＳＭＳ－Ｐｕｓｈ内の重要度情報が
「中」である場合にも、制御部１３は、当該電子メールのメールデータを時限付きキャッ
シュ記憶部１８に保存する。
【００５３】
　また、ステップＳ１２において、当該電子メールが第２の振分条件を満たしている場合
には、当該電子メールのメールデータをキャッシュ記憶部１４に保存し、当該電子メール
の記憶状態を不揮発性状態からキャッシュ状態に遷移させる（ステップＳ１５）。この第
２の振分条件とは、携帯電話機１０のユーザによって参照される可能性が低い電子メール
を選択するための条件である。第２の振分条件は、具体的には、当該電子メールがユーザ
によって既に読まれている既読状態であり、かつ保護されていない未保護状態であること
、または、ＳＭＳ－Ｐｕｓｈ内の重要度情報が「低」であることである。
【００５４】
　ステップＳ１３、ステップＳ１４またはステップＳ１５の後、制御部１３が、振分対象
となる電子メールの数が０件であるか否かを判定する（ステップＳ１６）。振分対象とな
る電子メールの数の判定は、不揮発性状態として記憶される電子メールの数から、不揮発
性状態として記憶可能な電子メールの最大値を減算することにより行う。振分対象となる
電子メールの数が０件である場合は、そのまま処理を終了する。振分対象となる電子メー
ルの数が０件でない場合は、再びステップＳ１１に戻る。
【００５５】
　なお、ステップＳ１５においてキャッシュ状態に遷移した電子メールに関して、消去部
１７は、電子メール用アプリケーション・プログラムの終了や携帯電話機１０の電源遮断
時などの所定のタイミングで、当該電子メールのメールデータを消去する（消去ステップ
）。また、ステップＳ１４において時限付きキャッシュ状態に遷移した電子メールに関し
て、消去部１７は、上記の所定のタイミングに達した後、所定の時間が経過するまで待ち
、その後、当該電子メールのメールデータを消去する（消去ステップ）。
【００５６】
　このメールデータの消去処理について、図８を参照して説明する。この処理は、第１の
消去条件が満たされたこと、例えば電子メール用アプリケーション・プログラムの実行が
終了したことを契機として開始される。
【００５７】
　まず、ネットワーク判定部１９が、携帯電話機１０がＷｉＦｉ接続されているか否かを
判定する(ステップＳ２１）。携帯電話機１０がＷｉＦｉ接続されていると判定された場
合は、後述のステップＳ２５に進む。携帯電話機１０がＷｉＦｉ接続されていないと判定
された場合は、ネットワーク判定部１９が、携帯電話機１０が通信圏外にあるか否かを判
定する(ステップＳ２２）。携帯電話機１０が通信圏外にないと判定された場合は、後述
のステップＳ２９に進む。携帯電話機１０が通信圏外にあると判定された場合は、ネット
ワーク判定部１９が、携帯電話機１０がフライトモードにあるか否かを判定する（ステッ
プＳ２３）。なお、フライトモードとは、携帯電話機１０が電波の送受信を行わないモー
ドであり、電波の送受信が禁止された航空機内で携帯電話機１０を使用する場合に適した
モードである。
【００５８】
　ステップＳ２３において、携帯電話機１０がフライトモードにあると判定された場合は
、後述のステップＳ２９に進む。携帯電話機１０がフライトモードにないと判定された場
合は、ネットワーク判定部１９が、携帯電話機１０の利用できる通信ネットワークが海外
のネットワークである海外網であるか否かを判定する（ステップＳ２４）。携帯電話機１
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０の利用できる通信ネットワークが海外網であると判定された場合は、後述のステップＳ
２９に進む。
【００５９】
　ステップＳ２４において携帯電話機１０の利用できる通信ネットワークが海外網でない
と判定された場合、またはステップＳ２１において携帯電話機１０がＷｉＦｉ接続されて
いると判定された場合は、消去部１７が、キャッシュ記憶部１４に記憶されたメールデー
タをすぐに削除する（ステップＳ２５）。その後、消去部１７がタイマを開始させ、所定
時間Ｔ１の計時を始める（ステップＳ２６）。所定時間Ｔ１が経過してタイマが満了する
と（ステップＳ２７）、消去部１７が、時限付きキャッシュ記憶部１８に記憶されたメー
ルデータを削除し（ステップＳ２８）、メールデータの消去処理が終了する。
【００６０】
　ステップＳ２２において携帯電話機１０が通信圏外にあると判定された場合、ステップ
Ｓ２３において携帯電話機１０がフライトモードにあると判定された場合、またはステッ
プＳ２４において携帯電話機１０の利用できるネットワークが海外網であると判定された
場合は、消去部１７がタイマを開始させ、所定時間Ｔ１の計時を始める（ステップＳ２９
）。所定時間Ｔ１が経過してタイマが満了すると（ステップＳ３０）、消去部１７が、キ
ャッシュ記憶部１４に記憶されたメールデータを削除し（ステップＳ３１）、続けて、消
去部１７が、時限付きキャッシュ記憶部１８に記憶されたメールデータを削除し（ステッ
プＳ３２）、メールデータの消去処理が終了する。
【００６１】
　なお、以上の消去処理において、ステップＳ２１～Ｓ２４の処理は、携帯電話機１０が
高速でかつ通信料金が低額なネットワークであるＷｉＦｉ、第３世代携帯電話、ＬＴＥ等
のネットワークを利用可能であるか否かを判定するために行われる。
【００６２】
　つぎに、本実施形態の携帯電話機１０および携帯電話機１０における電子メール管理方
法の作用効果について説明する。
【００６３】
　携帯電話機１０および携帯電話機１０における電子メール管理方法によれば、受信部１
１が電子メールを受信し、不揮発記憶部１２が受信された電子メールを記憶した後、記憶
された電子メールのメールデータを消去部１７が消去するタイミングを、第２の消去条件
に応じて変更する。このため、記憶された電子メールが再び参照される可能性に応じて、
電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更することができるため、電子メー
ルのメールデータを適切なタイミングで削除することが可能となる。
【００６４】
　また、キャッシュ記憶部１４が、第１の振分条件を満たす電子メールを時限付きキャッ
シュ状態で記憶し、時限付きキャッシュ記憶部１８が、時限付きキャッシュ状態で記憶さ
れた電子メールについて、第１の消去条件が満たされてから所定の時間が経過した後に当
該電子メールのメールデータを消去する。このため、時限付きキャッシュ状態の電子メー
ルについては、第１の消去条件が満たされてからも所定の時間が経過するまではメールデ
ータが消去されないため、第１の消去条件が満たされてから所定の時間が経過するまでの
間に時限付きキャッシュ状態の電子メールを再び参照する場合に、参照したい電子メール
のメールデータを再取得することなく参照することが可能となる。
【００６５】
　また、キャッシュ記憶部１４が、第２の振分条件を満たす電子メールをキャッシュ状態
で記憶し、消去部１７は、キャッシュ状態の電子メールについて、第２の消去条件が満た
されている場合には、第１の消去条件が満たされてから所定の時間が経過するまで電子メ
ールのメールデータを消去するタイミングを遅らせる。したがって、第２の消去条件が満
たされているか否かに応じて、電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更す
ることができるため、電子メールのメールデータを適切なタイミングで削除することが可
能となる。
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【００６６】
　また、携帯電話機１０が所定の種類のネットワークを利用可能であるか否かがネットワ
ーク判定部１９により判定され、この判定結果に応じて、消去部１７は、記憶手段に記憶
される電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更する。したがって、所定の
種類のネットワークを利用できないことにより電子メールのメールデータの再取得が難し
いか否か、または不可能であるか否かに応じて、電子メールのメールデータを消去するタ
イミングを変更できるため、メールデータの再取得が容易な場合のメモリ使用量を削減す
るとともに、メールデータの再取得が難しい、または不可能な場合においてメールデータ
の再取得の発生を防止することができ、適切なタイミングで電子メールのメールデータを
消去することが可能となる。
【００６７】
　また、電子メールに対して携帯電話機１０のユーザが行った操作履歴に応じた条件が満
たされた場合に、時限付きキャッシュ記憶部１８が、当該電子メールを時限付きキャッシ
ュ状態で記憶する。このため、ユーザの操作履歴に応じて、再び参照される可能性が高い
電子メールについては、時限付きキャッシュ状態で記憶しておくことにより、所定の消去
条件が満たされてから所定の時間が経過するまでの間に電子メールを再び参照する場合に
、参照したい電子メールのメールデータを再取得することなく参照することが可能となる
。
【００６８】
　また、電子メールにおいて容量の大きい部分である本文又は添付ファイルの少なくとも
一方であるメールデータが、適切なタイミングで消去されるため、本実施形態の効果がよ
り好適に発揮される。
【００６９】
　なお、これまで、キャッシュ記憶部１４に記憶された電子メールのメールデータについ
ては、第１の消去条件が満たされた後、ネットワーク判定部１９による判定結果に応じて
電子メールのメールデータを消去するタイミングがされるものとして説明した。しかし、
キャッシュ記憶部１４に記憶されたメールデータについて、すぐに消去部１７によって消
去されるものとしてもよい。
【００７０】
　この場合、キャッシュ記憶部１４が、第２の振分条件を満たす電子メールをキャッシュ
状態で記憶し、消去部１７が、キャッシュ状態の電子メールについて、第１の消去条件が
満たされた後すぐに当該電子メールのメールデータを消去する。したがって、不要な電子
メールについては、早いタイミングで電子メールのメールデータが消去されるため、早い
タイミングで携帯電話機１０のメモリの使用量を減少させることができる。
【００７１】
　また、本実施形態においては、電子メールのメールデータが不揮発記憶部１２、キャッ
シュ記憶部１４または時限付きキャッシュ記憶部１８の３つの記憶部のいずれかに記憶さ
れるものとして説明した。しかし、全てのメールデータに記憶状態が不揮発性状態、キャ
ッシュ記憶状態または時限付きキャッシュ状態のいずれの状態にあるかを示すフラグを付
与して、全てのメールデータを１つの記憶部に記憶するようにしてもよい。この場合、電
子メールの状態が上記の３つの状態の間で遷移するときに、フラグの値を書き換え、また
、電子メール用アプリケーション・プログラムの終了などの第１の消去条件が満たされた
後、所定の時間を待って、フラグがキャッシュ記憶状態又は時限付きキャッシュ状態であ
ることを示す値となっているメールデータのみを消去するようにする。このような場合に
も、前述した実施形態と同様の作用・効果を奏する。
【符号の説明】
【００７２】
　１０…携帯電話機、１１…受信部、１２…不揮発記憶部、１３…制御部、１４…キャッ
シュ記憶部、１５…保護操作受付部、１６…削除操作受付部、１７…消去部、１８…時限
付きキャッシュ記憶部、１９…ネットワーク判定部。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月7日(2013.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末であって、
　ヘッダとメールデータとからなる電子メールを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された電子メールを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された電子メールのうち前記携帯端末の状況に基づく条件であり、
電子メール用アプリケーション・プログラムが終了したこと、及び電源が遮断されたこと
の少なくとも一方を含む条件である第１の消去条件が満たされた場合に消去処理の対象と
なる電子メールに対して、当該電子メールのメールデータのみを消去する消去手段と、
　前記携帯端末が所定の種類のネットワークを利用可能であるか否かを判定するネットワ
ーク判定手段と、を備え、
　前記消去手段は、前記ネットワーク判定手段による判定結果に応じた条件である第２の
消去条件に応じて前記電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更することを
特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記記憶手段は、前記受信手段により受信された電子メールのうち、前記携帯端末のユ
ーザが行った操作履歴に応じた条件であり、前記携帯端末のユーザによって参照される可
能性が高い電子メールを選択するための条件である第１の振分条件を満たす電子メールを
前記消去処理の対象として時限付きキャッシュ状態で記憶し、
　前記消去手段は、前記記憶手段に時限付きキャッシュ状態で記憶された電子メールにつ
いて、前記携帯端末の状況に基づく第１の消去条件が満たされてから所定の時間が経過し
た後に当該電子メールのメールデータを消去することを特徴とする請求項１に記載の携帯
端末。
【請求項３】
　前記記憶手段は、前記受信手段により受信された電子メールのうち、前記携帯端末のユ
ーザが行った操作履歴に応じた条件であり、前記携帯端末のユーザによって参照される可
能性が低い電子メールを選択するための条件である第２の振分条件を満たす電子メールを
前記消去処理の対象としてキャッシュ状態で記憶し、
　前記消去手段は、前記記憶手段にキャッシュ状態で記憶される電子メールについて、前
記第１の消去条件が満たされた後すぐに当該電子メールのメールデータを消去することを
特徴とする請求項２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記記憶手段は、前記受信手段により受信された電子メールのうち、前記携帯端末のユ
ーザが行った操作履歴に応じた条件であり、前記携帯端末のユーザによって参照される可
能性が低い電子メールを選択するための条件である第２の振分条件を満たす電子メールを
前記消去処理の対象としてキャッシュ状態で記憶し、
　前記消去手段は、前記記憶手段にキャッシュ状態で記憶される電子メールについて、前
記第２の消去条件が満たされている場合には、前記第１の消去条件が満たされてから所定
の時間が経過するまで当該電子メールのメールデータを消去するタイミングを遅らせるこ
とを特徴とする請求項２に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記第１の振分条件は、当該電子メールに対して前記携帯端末のユーザが行った操作履
歴に応じた条件であることを特徴とする請求項２～４のいずれか１項に記載の携帯端末。
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【請求項６】
　前記メールデータは、本文または添付ファイルの少なくとも一方であることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項７】
　携帯端末における電子メール管理方法であって、
　ヘッダとメールデータとからなる電子メールを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにおいて受信された電子メールを記憶する記憶ステップと、
　前記記憶ステップにおいて記憶された電子メールのうち前記携帯端末の状況に基づく条
件であり、電子メール用アプリケーション・プログラムが終了したこと、及び電源が遮断
されたことの少なくとも一方を含む条件である第１の消去条件が満たされた場合に消去処
理の対象となる電子メールに対して、当該電子メールのメールデータのみを消去する消去
ステップと、
　前記携帯端末が所定の種類のネットワークを利用可能であるか否かを判定するネットワ
ーク判定ステップと、を備え、
　前記消去ステップでは、前記ネットワーク判定ステップによる判定結果に応じた条件で
ある第２の消去条件に応じて前記電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更
することを特徴とする電子メール管理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上述の課題を解決するために、本発明の携帯端末は、携帯端末であって、ヘッダとメー
ルデータとからなる電子メールを受信する受信手段と、受信手段により受信された電子メ
ールを記憶する記憶手段と、記憶手段に記憶された電子メールのうち携帯端末の状況に基
づく条件であり、電子メール用アプリケーション・プログラムが終了したこと、及び電源
が遮断されたことの少なくとも一方を含む条件である第１の消去条件が満たされた場合に
消去処理の対象となる電子メールに対して、当該電子メールのメールデータのみを消去す
る消去手段と、携帯端末が所定の種類のネットワークを利用可能であるか否かを判定する
ネットワーク判定手段と、を備え、消去手段は、ネットワーク判定手段による判定結果に
応じた条件である第２の消去条件に応じて電子メールのメールデータを消去するタイミン
グを変更する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明の電子メール管理方法は、携帯端末における電子メール管理方法であって
、ヘッダとメールデータとからなる電子メールを受信する受信ステップと、受信ステップ
において受信された電子メールを記憶する記憶ステップと、記憶ステップにおいて記憶さ
れた電子メールのうち前記携帯端末の状況に基づく条件であり、電子メール用アプリケー
ション・プログラムが終了したこと、及び電源が遮断されたことの少なくとも一方を含む
条件である第１の消去条件が満たされた場合に消去処理の対象となる電子メールに対して
、当該電子メールのメールデータのみを消去する消去ステップと、携帯端末が所定の種類
のネットワークを利用可能であるか否かを判定するネットワーク判定ステップと、を備え
、消去ステップでは、ネットワーク判定ステップによる判定結果に応じた条件である第２
の消去条件に応じて電子メールのメールデータを消去するタイミングを変更する。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明の携帯端末において、記憶手段は、受信手段により受信された電子メール
のうち、携帯端末のユーザが行った操作履歴に応じた条件であり、携帯端末のユーザによ
って参照される可能性が高い電子メールを選択するための条件である第１の振分条件を満
たす電子メールを消去処理の対象として時限付きキャッシュ状態で記憶し、消去手段は、
記憶手段に時限付きキャッシュ状態で記憶された電子メールについて、第１の消去条件が
満たされてから所定の時間が経過した後に当該電子メールのメールデータを消去してもよ
い。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明の携帯端末において、記憶手段は、受信手段により受信された電子メール
のうち、携帯端末のユーザが行った操作履歴に応じた条件であり、携帯端末のユーザによ
って参照される可能性が低い電子メールを選択するための条件である第２の振分条件を満
たす電子メールを消去処理の対象としてキャッシュ状態で記憶し、消去手段は、記憶手段
にキャッシュ状態で記憶される電子メールについて、第１の消去条件が満たされた後すぐ
に当該電子メールのメールデータを消去してもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、本発明の携帯端末において、記憶手段は、受信手段により受信された電子メール
のうち、携帯端末のユーザが行った操作履歴に応じた条件であり、携帯端末のユーザによ
って参照される可能性が低い電子メールを選択するための条件である第２の振分条件を満
たす電子メールを消去処理の対象としてキャッシュ状態で記憶し、消去手段は、記憶手段
にキャッシュ状態で記憶される電子メールについて、第２の消去条件が満たされている場
合には、第１の消去条件が満たされてから所定の時間が経過するまで当該電子メールのメ
ールデータを消去するタイミングを遅らせてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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